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問 産業観光課　☎32-1108

町内中小企業者の競争力強化および地域経済の活性化を図るため、補助対象事業に取り組む町内中小企業
者の機械導入費、広報費、開発費、空き店舗の活動費などに対して支援します。なお、申請は１事業者につ
き１件とします。
＜申請期間＞
９月１日（木）から令和５年１月31日（火）まで
＜補助対象事業＞
①販路開拓事業　②生産性向上支援事業　③新分野展開事業　④空き店舗等活用事業
⑤養老Ｐａｙ推進事業
※令和５年１月31日（火）までに完了する事業が対象です。

＜補助金の額＞

原油価格の高騰により影響を受けている町内中小企業者に対し、緊急対策として公共料金の一部を助成し、
支援します。なお、申請は１事業者につき１件とします。
＜申請期間＞
９月１日（木）から令和５年２月10日（金）まで
＜補助対象経費＞
公共料金（電気料金、ガス料金、燃料費）
※９月１日（木）から12月31日（土）までの間に支払った町内事業所の公共料金
＜補助金の額＞
１カ月あたり１万円を限度額とする（補助率１／２）

新型コロナウイルス感染症およびそれに起因する原油価格ならびに物価高騰などにより大きく影響を
受けている町内観光関連事業者の事業継続を支援するため支援金を給付します。
＜申請期間＞
９月１日（木）から令和５年１月31日（火）まで
＜支援金対象者＞
町観光協会員であり、令和４年１月１日から令和４年12月31日までの間で任意の連続する３カ月間の
平均売上額が令和元年（平成31年）から令和３年の同月期間の平均売上額と比較して20％以上の減少がみ
られる事業者
＜支援金の額＞
令和４年１月１日から令和４年12月31日までの間で任意の連続する３カ月間の平均売上額と令和元年

（平成31年）から令和３年の同月期間の平均売上額と比較して減少している額（上限30万円）
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(株)花の店カトー

〒503-1316
岐阜県養老郡養老町押越37番地39
Instgram:hananomise_kato

0584-34-30000584-34-3000
9:00～18:00
9:00～12:00

営 業 時 間

日曜日・祝日


